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財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 白山市監査基準への準拠 

 白山市監査基準に準拠して監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

 地方自治法第１９９条第７項に基づく財政援助団体等監査 

 

３ 監査の対象 

  公の施設の指定管理者 

公の施設 指定管理者 所管部署 対象範囲 

松任文化会館、鶴

来総合文化会館、

松任学習センター 

一般財団法人白山市

地域振興公社・白山

市文化協会共同企業

体 

観光文化スポーツ

部文化課、教育委

員会生涯学習課 

令和６年度指定管

理運営業務に伴う

出納その他事務の

執行及び事業の管

理状況について 

 

４ 監査の着眼点 

 ⑴ 指定管理者における公の施設の管理運営が、目的に沿って適切に行われている

か、管理業務に係る会計経理等は適正に行われているか、また、指定管理者に対

する所管部署の指導監督が適切に行われているかを主眼として、監査を実施した。 

 ＜主な監査項目＞ 

  ・施設管理業務の運営状況 

  ・施設の利用状況、サービスの提供状況 

  ・指定管理業務に係る契約、会計経理及び収入事務等の状況 

  ・その他必要と認める事項 
 

  

５ 監査の主な実施内容 

監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、抽出により諸帳簿等の関係

書類等について調査を行うとともに、監査対象団体の責任者及び所管課長等から説明

を聴取した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 ⑴ 実施場所 鶴来総合文化会館     

 ⑵ 実施日程 令和 7年９月３０日から令和８年１月３０日まで 

 

 



７ 監査の結果 

 財産の管理状況について、一部で適正を欠く事項が認められたが、財政的援助等に

係る出納その他事務の執行状況については、監査した範囲においては、おおむね適正に

処理されていると認められた。 

 また、公表すべき事項には至らなかったが、改善を必要とする事項及び監査に際し

て見受けられた事務処理上注意すべき軽微な事項については、当事者に対して改善又

は検討を促したので、記述を省略した。 

 


